
三宅町ふるさと納税推進事業に関する事務等取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、三宅町ふるさと納税推進事業実施要綱（以下「要綱」という。）に定めるもののほ

か、三宅町ふるさと納税推進事業（以下「事業」という。）における寄附者への記念品の贈呈に係る三

宅町及び町内協力事業者又は認定農業者（以下「企業」という。）の事務の取扱い等について必要な事

項を定めるものとする。

（記念品の贈呈）

第２条 町長は、要綱第３条第１項に規定する方法により寄附者へ記念品を贈呈しようとするときは、

各月ごとに記念品数を取りまとめのうえ、各翌月５日までに企業へ記念品数の通知を行う。

２ 企業は、やむを得ない理由がある場合を除き、前項の通知を受けた月の１０日までに、町へ記念品

を発送できる状態で持参または送付することとする。

３ 企業は、在庫不足その他の事情により、各翌月１０日までに記念品を用意することが出来ないと見

込まれるときは、口頭その他の方法により、速やかに町長へその旨を報告するものとする。ただし、

紹介文書にその旨の記載を行っている場合は、この限りでない。

（負担金の支払い）

第３条 町長は、企業から前条第１項の記念品の提出を受けたときは、その内容を確認し、適切と認めら

れる場合は、当該内容の確認を行った日から３０日以内に、当該企業に対し要綱第３条第２項に規定す

る負担金を支払うものとする。

（対象商品）

第４条 要綱第４条第１項の規定による参加承認の申請（以下｢参加申請｣という。）又は第５条第１項の

規定による変更承認の申請（以下｢変更申請｣という。）を行うことができる対象商品の区分は、次のと

おりとする。

（１）記念品 A 価格 4,200 円相当以上の対象商品

（２）記念品 B 価格 12,300 円相当以上の対象商品

（３）記念品 C 価格 25,500 円相当以上の対象商品

（４）記念品 D 価格 51,000 円相当以上の対象商品

（５）記念品 E 価格 2,100 円相当以上の対象商品

２ 前項各号の「価格相当以上の対象商品」とは、通常の販売価格（通常の販売を行っていない場合に

あっては、店頭等で販売した場合の設定価格。）が前項の各号に示す金額（消費税相当額を含み、発送

費用を除く。）以上となる対象商品をいう。

３ 企業は、対象商品が季節限定品又は受注生産によるなどの事情により寄附者への送付までに恒常的

に一定期間を要し、又は送付の時期が限られるものである場合は、参加申請の際には要綱第４条第２

項に規定する紹介文書に、変更申請の際には要綱第５条第２項に規定する紹介文書にその旨を記載し

なければならない。

（参加承認等）

第５条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、参加承認及び変更承認（以下｢参加承認等｣とい

う。）を行わないものとする。

（１）参加申請のあった企業又は変更申請のあった企業が別紙「三宅町町内協力企業に係る広告掲載基



準」に掲げる業種又は事業者に該当する場合

（２）全体の申請数その他の事情により、申請内容や企業活動等を総合的に判断して、承認を行わない

こととする場合

（３）その他町長が不適切と認めた場合

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、事業に係る町の予算が可決されないときは、直ちに参加申請及

び変更申請の受付を停止するとともに、新たな参加承認等を行わず、また、既に参加承認等を行った

ものについては、当該承認を取り消すものとする。

（再委託等の禁止又は制限）

第６条 企業は、事業に係る事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あら

かじめ町が書面により承諾した場合は、この限りではない。

（事業広報への協力）

第７条 企業は、記念品の写真に係るデータの提供等、町が事業の広報を目的としたホームページ、パン

フレットその他の製作のために必要な協力を行うものとする。

（個人情報の保護）

第８条 企業は、事業に係る事務を処理するため取得した個人情報の取扱いについて、別紙「個人情報保

護取扱特記事項」を遵守しなければならない。

（協議事項）

第９条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と企業が誠意をもって協議し、

解決を図るものとする。

附 則

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。


